
序

神
奈
川
県
史
に
お
け
る
近
代
・

現
代
通
史
編
は
、

政
治
・

行
政
と
産
業
・

経
済
に

大
別
い

た

し
ま
し

た
。

こ

の

巻
に
は
、

明
治
元
年
か
ら
大
正
は
じ
め
ま
で

の

神
奈
川
県
の

政
治
、

行
政
は
も
と
よ
り
社
会
及
び

文
化
の

各
分
野
で

お
き
た
さ
ま
ざ
ま
な
出
来
事
を
通
し
時
代
の

推
移
が
叙
述
さ
れ
て
い

ま
す
。

神
奈
川
の

近
代
史
を
一

べ

つ

し
ま
す
と
、

県
の

成
立
、

県
会
の

開
設
、

自
由
民
権
運
動
、

三
多
摩
の

東

京
府
移
管
、

日
清
・

日
露
戦
争
…
…
忘
れ
る
こ

と
の

で

き
な
い

事
件
が
続
き
ま
す
が
、

な
か
で

も
、

日
本

開
国
の

舞
台
と
な
り
、

文
明
開
化
の

先
駆
者
で

あ
っ

た
明
治
維
新
期
の

神
奈
川
は
、

「
世
界
に

開
か
れ
た

日
本
の

窓
」
と
し
て
、

わ
が
国
近
代
史
の

な
か
で

大
き
な
役
割
を
果
た
し
て

き
た
こ

と
は
周
知
の

こ

と
と

思
い

ま
す
。

こ

の

巻
の

刊
行
に
あ
た
り
、

数
多
く
の

調
査
や
困
難
な
執
筆
及
び
監
修
に
あ
た
ら
れ
た
皆
様
と
貴
重
な

資
料
の

提
供
に

御
協
力
下
さ
っ

た
方
々

に

対
し
、

心
か
ら
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

昭
和
五
十
五
年
三
月

神
奈
川
県
知
事
　

長

洲

一

二
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凡

例

一

　
本
巻
は
、

神
奈
川
県
史
通
史
編4

近
代
・

現
代
⑴
政
治
・

行
政1

と
し
て
、

明
治
元
年
（
一

八
六
八
）
神
奈
川
県
の

成
立
か

ら
大
正
初
頭
（
一

九
一

〇
年
代
）
ま
で

を
対
象
と
し
て

叙
述
し
た
。

一

　
人
名
は
、

敬
称
を
略
し
、

そ
の

よ
み
は
、

外
国
人
を
含
め
一

般
的
に

用
い

ら
れ
て
い

る
も
の

に

従
っ

た
。

一

　
地
名
は
、

原
則
と
し
て
、

記
述
さ
れ
て
い

る
時
代
の

用
例
を
用
い
、

そ
の

下
に

（

）
で

囲
ん
で

現
在
の

地
名
を
示
し
た
。

一

　
職
業
や
職
種
の

呼
称
等
歴
史
的
用
語
は
、

原
則
と
し
て
、

記
述
さ
れ
て
い

る
そ
の

時
代
の

用
例
を
用
い

た
。

一

　
年
号
は
、

明
治
五
年
（
一

八
七
二

）
十
二

月
三
日
に
大
陽
暦
を
施
行
し
て

明
治
六
年
一

月
一

日
と
改
め

た

時
ま
で

は
、

日
本
年
号
に

西
暦
を

（

）
で

囲
ん
で

示
し
、

そ
れ
以
降
は
、

西
暦
に

日
本
年
号
を
（

）
で

囲
ん
で

示
し
た
。

日
本
年
号
を
西
暦
で

示
す
場
合
、

実
際
に
は
年

数
に

ず
れ
の

あ
る
場
合
も
あ
る
が
、

と
く
に

年
月
日
を
換
算
し
て

記
述
し
た
場
合
以
外
は
、

現
在
の
一

般
の

慣
行
に

従
い
、

単
純
換
算
を

行
っ

た
。

一

　
神
奈
川
県
史
資
料
編
を
引
用
す
る
場
合
は
、

「
資
料
編11

近
代
・

現
代
⑴
一

五

」
の

よ
う
に
、

巻
名
と
資
料
番
号
（
資
料
番
号
の

な
い

資
料
編

は
ペ

ー
ジ
数
）
を
示
し
た
。

一

　
本
巻
の

編
集
は
、

大
久
保
利
謙
・

山
口

修
・

今
井
庄
次
・

金
原
左
門
・

江
村
栄
一

が
担
当
し
、

執
筆
に
つ

い

て

は
、

こ

の

ほ
か
に

専
門
の

研
究

者
の

協
力
を
え
た
。

監
修
は
、

大
久
保
利
謙
が
当
た
り
、

全
体
の

統
一

・

調
整
を
行
っ

た
。
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召
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節
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日
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の
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の
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国（
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横
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世
絵（
92
）　
居
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の
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俗（
94
）
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新
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の
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刊
　

96

新
聞
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の

誕
生（
96
）　
「
新
聞
の
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」
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ヒ
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99
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『
新
聞
誌
』と『
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外
新
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』（101

）　
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新
前
後
の

新
聞（103

）

三
　
キ
リ
ス
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教
の
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来
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教
の
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礎（107

）　
プ
ロ

テ
ス

タ
ン

ト

伝
道（108

）　
カ
ト
リ
ッ

ク

伝
道（109

）　
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ト
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会（111

）
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再
編
と
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革

第
一

節
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奈
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と
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き（125

）
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正
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）
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実
施
と
県
会
議
員
の

群
像（292

）

県
会
の

組
織（293

）

二
　

最
初
の

予
算
と
県
会
審
議
　

294

新
し
い

予
算
編
成
案（294

）　
県
民
の

地
方
税
負
担（296

）　
県
会
の

二

割
削
減（298

）　
横
浜
歩
合
金
問
題
と

郡
区
の

対
立（301

）

三
　
郡
部
会
・

区
部
会
の

設
置
　

303

地
方
経
済
郡
区
分
離
条
例
の

成
立（303

）　
一

八
八
〇
年
度
歳
出
予
算
に
お
け
る
三
割
削
減（304

）　
同
歳
出
予
算
に
お
け
る
変
化（305

）

郡
部
会
・

区
部
会
の

設
置（306

）

四
　
県
会
と
政
府
の

対
立
　

308

県
令
公
選
論（308

）　
備
荒
儲
蓄
規
則
の

再
否
決
と
原
案
執
行（309

）　
監
獄
費
等
の

地
方
税
移
管
と
土
木
費
国
庫
下
渡
金
の

廃
止（311

）
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一

八
八
一

年
度
予
算
の

審
議（312

）　
一

八
八
一

年
の

政
変
と
県
会（315

）

第
三
節
　
郡
区
・

町
村
の

編
制

一

　
郡
区
の

編
制
と
機
構
　

317

郡
区
町
村
編
制
法（317

）　
郡
役
所
の

設
置
と
紛
議（318

）　
郡
役
所
の

職
務
内
容（320

）　
初
期
の

郡
区
長（322

）

二
　

戸
長
と
町
村
会
　

325

戸
長
と
戸
長
役
場
の

設
置（325

）　
戸
長
の

性
格
と
公
選
制（327

）　
県
独
自
の

町
村
会
規
則（329

）　
区
町
村
会
法
に

よ
る
再
編（331

）

三
　
三
新
法
体
制
の

展
開
と
動
揺
　

333

達
書
の

流
れ（333

）　
町
村
の

協
議
費（334

）　
町
村
行
政
の

民
主
化
の

動
き（336

）
　
郡
区
長
公
選
の

建
議（338

）

第
二
章
　
自
由
民
権
運
動

第
一

節
　
国
会
開
設
運
動

一

　
そ
の

前
夜
―
運
動
の

発
端
―
　

340

八
王
子
・

三
浦
・

小
田
原
の

動
き（340

）　
桜
井
提
案
と
第
三
回
地
方
官
会
議（342

）

二

　
広
が
る
運
動
　

345

典
型
的
な
県
議
路
線（345

）　
郡
村
ぐ
る
み
の

運
動（348
）　
大
量
署
名
の

秘
密
と
そ
の

分
析（349

）

三
　
県
令
の

妨
害
　

351

野
村
県
令
の

妨
害
と
干
渉（351

）　
県
令
と
対
決
す
る
請
願
総
代（353
）

四
　
福
沢
諭
吉
と
相
州
　

354

建
白
書
の

起
草
者
・

福
沢
の

企
図（354

）　
福
沢
の

国
会
論
と

相
州
の

運
動（357
）
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五

　
県
会
の

た
た
か
い
　

359

経
費
削
減
と
民
力
休
養
を
め
ざ
し
て
（359

）　
『
東
京
横
浜
毎
日
新
聞
』
の

役
割
（362

）

第
二
節
　
結
社
の

発
展

一

　
多
彩
な
結
社
の

誕
生
　

363
横
浜
区（365

）　
橘
樹
郡（366

）　
都
筑
郡（368

）　
西
多
摩
郡（369

）　
南
多
摩
郡（371

）　
北
多
摩
郡（378

）　
三
浦
郡（381

）

鎌
倉
郡（381
）　
高
座
郡（382

）　
大
住
郡
・

淘
綾
郡（382

）　
愛
甲
郡（383

）　
津
久
井
郡（386

）　
足
柄
下
郡（386

）

在
東
京
の

結
社（387
）

二
　
結
社
の

総
括
　

389

第
三
節
　
自
由
党
と
立
憲
改
進
党

一

　

自
由
党
の

結
成
　

391

自
由
党
準
備
会
へ

の

参
加（392

）　
自
由
党
結
成
へ

の

参
加（394

）　
地
方
部
の

設
置（395

）

二
　

三
多
摩
地
域
の

自
由
党
　

397

南
多
摩
郡
自
由
党（397

）　
南
多
摩
郡
の

自
由
党
員
名
簿（398

）　
南
多
摩
郡
自
由
党
員
の

社
会
的
位
置（404

）

北
多
摩
郡
自
由
党

西
多
摩
郡
自
由
党（406

）

三
　
愛
甲
郡
自
由
党
　

407

相
愛
社
と
の

関
係（407

）　
党
員
の

名
簿（407

）　
大
衆
組
織
を
持
っ

た
愛
甲
郡
自
由
党（409

）

四
　
県
下
の

立
憲
改
進
党
　

411

少
な
い

党
員（412

）
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第
四
節
　
自
由
民
権
運
動
の

思
想

一

　
自
由
民
権
思
想
の

普
遍
性
　

414
二
　

憲
法
構
想
　

416

肥
塚
龍
の
一

院
制
論（416

）　
埋
も
れ
て
い

た
憲
法
草
案（417

）　
特
色
あ
る
五
日
市
憲
法
草
案（418

）　
千
葉
卓
三
郎
と
学
習
結
社（420

）

未
完
の

人
権
憲
法（422

）　
湘
南
社
員
の

主
権
論（429

）

三
　
人
民
に

対
す
る
認
識
の

問
題
　

430

地
方
自
治
の

主
張（430

）　
多
彩
な
論
点（432

）　
人
民
認
識
の

問
題
性（436

）

第
五
節
　
松
方
デ
フ

レ

と
県
下
の

情
況

一

　
松
方
財
政
と
地
域
の

状
況
　

437

不
況
に

あ
え
ぐ
農
村（437

）　
高
利
貸
資
本
の

跳
梁
と
収
奪（439

）

二
　
激
化
す
る
農
民
騒
擾
　

442

露
木
事
件
（
一

色
騒
動
）（442

）　
弘
法
山
騒
擾（444

）

三
　
武
相
困
民
党
の

た
た
か
い
　

446

御
殿
峠
の

大
騒
擾（446

）　
武
相
困
民
党
の

大
連
合
な
る（448

）　
県
令
交
渉
と
困
民
党
の

終
末（451

）

四
　
地
租
軽
減
運
動
　

453

自
由
党
主
導
下
の

運
動（453

）　
愛
甲
郡
の

地
租
軽
減
運
動（454

）

五
　
困
民
党
と
自
由
党
　

457

二
つ

の

困
民
党
論
―
秩
父
と
武
相
―（457

）　
対
立
す
る
自
由
党
と
困
民
党（459
）
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第
六
節
　
自
由
民
権
運
動
の

変
容

一

　

国
会
開
設
期
限
短
縮
の

建
白
　

462

自
由
党
の

解
党
と

国
会
開
設
期
限
短
縮
の

建
白（462

）　
吉
野
泰
造
ら
の

建
白（464

）　
石
坂
昌
孝
ら
の

建
白（465

）

民
権
変
容
の

萌
し（465

）

二
　
大
阪
事
件
へ

の

参
加
　

466

大
阪
事
件
の

背
景（467

）　
大
井
憲
太
郎
ら
の

計
画
と
行
動（468

）　
本
県
参
加
者
の

ル

ー
ト（470

）　
非
常
手
段
決
意
の

懊
悩（472

）

非
常
手
段
の

実
行（473

）　
事
件
の

終
結（476

）

三
　
三
大
事
件
建
白
・

条
約
改
正
反
対
運
動
　

478

政
界
の

情
勢（478

）　
県
下
の

三
大
事
件
建
白
運
動（480

）　
明
治
二

十
年
の

条
約
改
正
反
対
運
動（482

）

第
三
章
　
議
会
政
治
の

発
足
と
県
政

第
一

節
　
地
方
官
官
制
の

制
定
と
県
庁
機
構
の

整
備

一

　
地
方
官
官
制
の

制
定
と
県
庁
機
構
　

485

内
務
省
機
構
改
革
と
「
地
方
官
官
制
」（485

）　
神
奈
川
県
庁
機
構
の

改
正（478

）　
「
地
方
官
官
制
」
の

改
正
と
県
庁
機
構（489

）

二

　
地
方
官
僚
の

身
分
と
任
用
　

493

地
方
官
僚
の

身
分
秩
序
と
任
用（493

）　
神
奈
川
県
知
事（
県
令
）の
任
用
条
件（494

）　
郡
長
の

任
用（493

）

三
　
神
奈
川
県
の

官
吏
と
そ
の

配
置
　

497

機
関
・

官
位
別
の

人
員
と
配
置（497

）　
人
件
費
の

割
合（498

）　
県
行
政
の

役
割（499

）

第
二
節
　
郡
制

市
制

町
村
制
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一

　
町
村
合
併
の

基
本
方
針
　

500

町
村
合
併
と
県
の

方
針（500

）　
郡
長
の

見
込
案（502

）　
新
町
村
の

誕
生（504

）

二
　
町
村
制
実
施
を
め
ぐ
る
紛
議
　

505

町
村
民
の

自
治
観（505

）　
町
村
合
併
を
め
ぐ
る
紛
議（506

）　
無
給
の

町
村
長（511

）　
町
村
行
政
の

混
乱
・

麻
痺（513

）

三
　
郡
制
と
県
民
　

516

郡
制
の

公
布（516

）

第
三
節
　
帝
国
議
会
の

開
設
と
県
政

一

　
民
力
休
養
問
題
と
地
方
的
利
害
　

519

地
租
軽
減
と
地
価
修
正
（519
）　
佐
藤
貞
幹
の

地
価
修
正
論（520

）

二
　
民
力
休
養
と
県
会
　

522

消
極
行
政
と
民
力
休
養（522

）　
地
域
的
利
害
対
立
の

顕
在
化（525

）

三
　
積
極
主
義
と
県
会
　

528

山
岳
党
と
河
川
党（528

）　
積
極
策
へ

の

転
換（530
）　
県
政
の

混
乱（533

）

第
四
節
　
民
党
の

動
向

一

　

帝
国
議
会
の

開
設
と
政
党
　

534

神
奈
川
県
通
信
所
の

設
立
（534

）　
神
奈
川
県
倶
楽
部
の

結
成（536
）　
神
奈
川
県
同
好
会
の

結
成（539

）　
北
多
摩
郡
正
義
派
の

結
成（541

）　
自
由
党
の

再
興（542

）　
第
一

回
衆
議
院
議
員
選
挙（543
）　
進
歩
党
合
同
問
題（546

）　
県
民
要
求
と
議
会（548

）

二
　
選
挙
干
渉
と
政
党
　

550
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